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生命保険が直面する
多様な問題と InsurTech

• コロナ禍は終局に向かいつつある模様だが、2020 年春から 3 
年間におよび続いたことによる、消費者の行動や政策対応へ与
えた影響は大きい。対面営業が制約される中、「インターネット
生保」は順調に新規の契約を伸ばしてきた。

• しかしながら、生命保険全般が伸び悩む傾向は、コロナ禍の影
響だけではなく複合的な要因を背景としていると考えられる。
インターネット・リテラシーの制約もあり、インターネット販売
の強化だけでは即効性のある特効薬とはならない公算。

• コロナ禍中において営業職員がタブレット端末を携行すること
が一般化した。これは本来的な意味での DX( デジタル技術を用
いたビジネスの改革 ) を押し進めるための基盤と なる可能性が
ある。

•「InsurTech = 保険×テクノロジー」の多様な原義に立ち戻れば、
インターネットを通じた保険販売は InsurTech の一つの限定的
な例でしかなく、InsurTech は様々な解を生み出す可能性を有
している。

まとめ
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前回記事では、コロナ禍において、生命保険ビジネス全般の新規
契約の不振について焦点を当てた。しかしながら、個社別にみると、
順調に契約を伸ばしている生命保険会社もある。

コロナ禍は、伝統的な大手生保が強みとする対面営業に大きな足
枷（あしかせ）となったが、インターネットを通じて保険商品の販
売を行う、いわゆる「インターネット生保」の新規契約はコロナ
禍においても順調に推移している。その代表格は、ともに 2008
年にインターネット専業の生命保険会社として営業を開始した、
「インターネット生保」の草分け的存在であるライフネット生命と
アクサダイレクト生命であろう。この２社の新契約件数の伸びは、
業界全体と比較して、明確に堅調に推移してきた。

コロナ禍において対面営業のリスクが強く意識される環境下、非
対面、特にインターネットを通じて保険契約に結び付ける営業戦
略が相対的な優位性を強めたことは事実であろう。また、コロナ
禍が「触媒」となって、会議がビデオに移行するなど、生活様式
の変化がデジタル・リテラシーを高めたことで、インターネット経
由での生命保険契約を行うことのハードルをある程度下げた効果
もあったと思われる。

一方で、絶対数で見ると、インターネット経由で情報を集め契約
に至る人はまだまだ少数派であるという現実がある。現状では多
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(1) 好調なインターネット生保の
　　保険販売

〔コロナ禍中、健闘するインターネット生保〕

新契約件数の推移（個人保険、2018＝100）

アクサダイレクト ライフネット 業界全般（個人保険）

（出典：一般社団法人日本生命保険協会、各社ディスクロジャー資料より弊社計算）（注）新契約ベース
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また、足許順調に契約数を伸ばす２社も、営業拡大に「先行投資」
を行う形で会計上の期間損益は引き続き損失を計上している。こ
の背景には、インターネット生命保険会社にも、そもそもインター
ネット経由での加入者を増やす必要があり、「長期戦」は避けられ
ないとの経営環境への認識が共有されているのであろう。

〔増加傾向にあるが現状限界的比率にとどまるネット経由の情報アクセスと加入〕
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※平成 27年調査より「保険代理店」を2つに細分化し、「保険代理店（金融機関を除く）
の営業職員」と「保険代理店（金融機関を除く保険ショップ等）の窓口」としている

〔可処分所得の増加においていかれる保険料への支払い〕

インターネットを通じた販路拡大が生保にとって即効性を持つ特
効薬とならない、さらなる理由が幾つかある。

先ず、ここ数年、生保契約全体が伸び悩んでいるマクロ的な状況
である。冷静に見てみると、生保の新規契約の不振はより長期的・
構造的な問題であると考えられ、2020 年から深刻化したコロナ
禍のせいだけには出来ないとみている。

上のグラフは、家計調査を用いて、名目ベースの世帯当たり可処
分所得と広義ではあるが保険料支払の推移を、年毎にプロットし
たものである。（※）

※保険料支払として家計調査の「保険料」項目を用いた。生命保険だけで
はなく、簡易保険、個人年金、個人年金、厚生年金基金、確定拠出年金等を含む。
尚、公的な社会保険料は含まない。

興味深いことに、2017 年頃までは、（名目）可処分所得の低下に
合わせて保険料の支払いもほぼ一定の関係を保ちながら低下して
きた。その後、コロナ禍が大きな影響を与える 2020 年に先行す
る形で、既に 2017 年頃から 2020 年にかけて可処分所得は増加
したが、保険料に関する支払いは、過去の関係性を失い、概ね横
ばいのまま停滞して推移した。更にコロナ禍の影響を受けた
2022 年にかけて、この 5 年間程度は、家計は収入から税金（直
接税）・社会保険料等を差し引いて残ったお金（可処分所得）が
増える傾向にあったにも関わらず、そこから追加的な保険料を払
おうとせずに、原則として預貯金に回してきたと読める。

2017 年頃までは、可処分所得低下を理由に出来るにせよ、保険
料に対する家計の支払は低下を続けた。（この期間の保険料支払の
下落するペースは、可処分所得が下落するペースより早いので、こ
の期間にも保険料支払を抑制とする構造要因は潜んでいるのだ
が。）さらに、2017年以降、使えるお金が増えても生命保険に回っ
てこない状況となった。この様なお金の使い方をされると、新し
い保険契約に回ってくるお金は細らざるを得ないであろう。

  

(2)  ここ数年伸び悩む生保契約

直近加入契約（民保）の加入時の情報入手経路（複数回答）
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（出典：『平成30年度生命保険に関する全国実態調査〈速報版〉』生命保険文化センター）

くの生保が雪崩うってインターネットに販路拡大を求めても、小さ
なパイを食い合う結果に終わるリスクは否定出来ない。以下の統
計は 3 年毎に集計されており、ここに来て数字がある程度動いて
いる可能性はあるが、ご参考までに掲示する。

※かんぽ生命を除く
※これまで、下記のような選択肢の変更や追加、細分化などがあったため、調査結果を時系列
で単純に比較できない
※「郵便局の窓口や営業職員」は平成21年調査から設けている
※平成21年調査より「大手銀行の窓口や銀行員」を「都市銀行の窓口や銀行員（ゆうちょ銀行
を含む）」に選択肢を変更している
※平成27年調査より「保険代理店の窓口や営業職員」を「保険代理店（金融機関を除く保険ショ
ップ等）の窓口」と「保険代理店（金融機関を除く）の営業職員」の2つに細分化している

直近加入契約（民保）の加入チャネル（複数回答）

（出典：『平成30年度生命保険に関する全国実態調査〈速報版〉』生命保険文化センター）
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（出典：家計調査、二人以上の勤労者世帯について弊社作成）
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配偶者の収入増については、家計にとって「経常的な収入」の増
加として認識されていない可能性があろう。例えば、子供の教育
費など使途が限定されていたり、期間を限定した一時的な収入と
して認識されていたりするなど、長期的な生命保険契約の支払い
の原資に適さないとみられていることが考えられる。

さらに、より「非経常的な収入」の色合いが濃いのは、コロナ対
策として政府が支給する一時的な給付金等である。家計調査にお
いても、2020 年にはこの様な一時的収入の増加が観測されており、
これを当てにして長期的な保険契約を結ぼうとする動機付けは困
難と思われる。非経常的な収入は 2021 年、22 年についても、
20 年と比べれば一服したものの、過去の水準と比べるとやや高
い水準にある。

この様な収入の「非経常」的色合いが強まったところに、2019
年の消費税引き上げや 2020 年のコロナ禍の深刻化など、家計の
消費・資金配分行動をより保守的とする要因が重なり、家計の余
剰資金が預貯金に流れた側面があったと考えられる。

〔家計の可処分所得増の一因は配偶者の収入増〕( 単位：円 )

〔2020 年には政府の給付金等が一時的に収入を押し上げた〕( 単位 : 円 )
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停滞が顕著であった 2017 年以降に着目すると、この様な事象は
何故起きているのであろうか。

幾つかの複合要因があると考えているが、一つには、増加した収
入の一部が「経常的な収入」と認識されていない可能性である。

この３年間の世帯の収入の増加要因を見てみると、2017 年以降
2022 年にかけては、「世帯主の配偶者の収入」の伸びが著しい。
くだけた形で言ってしまうと、旦那様の収入が伸び悩んでいるが、
奥様のパートなどによる収入が家計の収入増の一つの動力源と
なっているということである。
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〔家計は可処分所得の増加を預貯金に回してきた〕

可処分所得（単位：円/月)

（出典：家計調査、二人以上の勤労者世帯について弊社作成）
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視点を変えてみたい。
統計的にみると、生命保険には「贅沢品」としての性格がある。
生命保険契約は（厳密には消費ではないが）可処分所得が大きい
家計ほど、可処分所得に対してより大きな「比率」でお金を支払っ
ている傾向がみられ、可処分所得に対する弾性値が１より大きい
ことを示している。

(3) 「贅沢品」としての生命保険に
　　「構造的変化」も

Sasuke Financial lab Inc. WHITE PAPER 003

次に、50 歳代にかけて、年齢が高くなるほど保険料支払を増や
す傾向がある。家計を所得別に分類すると「所得が高い世帯ほど
保険料を多く支払う」傾向は既に指摘したが、この背景には、個
別の世帯の行動において、世帯主が高齢化するにつれて（可処分
所得の増加を背景に）保険契約を積み増すことを一つの要因とし
ていると考えられる。

ところが、この 10 年間の変化としては、年齢が上になればなるほ
ど保険料支払に対して抑制的になってきている、いわば「保険離れ」
が進んでいるという変化が見て取れる。

これまでの議論を少し整理すると、保険料支払に対してより消極
的となる傾向が見られているが、その理由として幾つかの要因が
指摘された。
先ず、①2020 年以降コロナ禍が主として対面販売等に与えた影
響。さらに、②2017 年以降には「非経常的」収入の増加等の要因
をみた。そして、ここでは３つ目の要因として、③より長期的な高
年齢層を中心とする「保険離れ」とも呼ぶべき現象を確認した。
この３つ目の長期的要因はどう解釈すべきであろうか。

一つの仮説としては、高年齢層の保険ニーズが変化しており、そ
れを生命保険が上手く捉えられていないという見立てである。即
ち、若年層においては従来通り「死ぬリスク」が重要であり、こ
れをヘッジするための「死亡保険（死亡した場合や高度障害になっ
た場合に保障する保険）」のニーズが強く、これは若年層に根強く
あり続けている。一方、高年齢層については、以前は所得の増加
に応じて死亡保険を中心に積み増しをしていたが、次第に「長生
きするリスク」や「疾病等で収入を失うリスク」がより強く意識さ
れてきた。これに対し、「医療保険」「がん保険」「就業不能保険」「年
金保険」といった品揃えをしてきてはいるものの、単純に預貯金
を積み増すという対抗手段に対する優位性を十分に示すことが出
来ていないのではないだろうか。結果として、高年齢化が進むに
つれて、過去と比較して生命保険から預貯金への漏れが強まって
しまっているのではないかという解釈である。

〔所得が大きい家計ほどより高い比率で保険料を支払っている〕( 単位 :%)
世帯当たり可処分所得10分位別（可処分所得の大きさで小から大へ10のグループ別）

〔可処分所得のピークは 40 歳代から 50 歳代〕( 単位 : 円 )
年齢別にみた可処分所得を2010年と 2020年で比較

〔40 歳代から 50 歳代にかけて保険を積み増す傾向が
見られていたが〕( 単位：%)

可処分所得に対する保険純増の比率を年齢別に2010年と 2020年で比較

この様な傾向の背景には、どの様なストーリーが隠されているの
だろうか。手掛かりを探るために、今度は、世帯主の「年齢別」に、
可処分所得が保険や預貯金に対してどの様にお金が配分されてい
るのか、2010 年と 2020 年を比較してやや長期的な変化を観測
する。

先ず、年齢別にみると、家計の可処分所得は 40 歳代から 50 歳
代にかけてピークを迎える傾向がある。尚、この10 年間で、ピー
クは 50 歳代に緩やかに後ずれしている。

保険/可処分所得

（出典：家計調査、2020年、二人以上の勤労者世帯について弊社作成）
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(4) もうひとつの有力な仮説：
　　公的な社会保険料の
　　「クラウディングアウト」

この様な公的「社会保険料」と民業の「保険料支払」をひとつの
固まりと捉えてみてみると、確かに変動幅は相対的には限定的で
あり、「社会保険料」負担の増加が生命保険等の支払い水準をあ
る程度圧迫している可能性がある。すなわち、公的保険による民
業の保険に対する「クラウディングアウト」が、限定的ながらお
きていると解釈することが出来ると思われる。（注：尚、統計的に
は「社会保険料」は直接税とともに非消費支出として実収入から
差し引かれており、可処分所得の中からは支出されない。）

これについてもより詳細に見てみると、近年、より広義な保険に
対する支払いである「（民業）保険料支払＋（公的）社会保険料」
の総和からも資金が漏れ出している様子が見て取れる。

上のグラフでは、「可処分所得＋保険料支払」に対する広義の保
険料「（民業）保険料支払＋（公的）社会保険料」を 2000 年以
降プロットした。

尚、ここでは 2010 年と 2020 年を比較したが、2000 年から
2017 年の可処分所得の下落局面においても、傾向として保険料
支払の下落のペースの方が早い。これを考えると、「保険離れ」の
傾向は、少なくとも 2000 年代に入り続いている長期的、構造的
事象とみてよいのではないかと考えている。
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ここでもうひとつの可能性について考えてみたい。
それは、近年増加傾向にある国など公的な「社会保険料」の支払
いである。この項目には、「公的年金保険料」、「健康保険料」、さ
らに 2000 年代に入り導入された「介護保険」などの負担が入る。
このような家計負担は、2000 年代央をボトムとして、特に 2010
年頃から明確な増加傾向にあり、生命保険や個人保険等の民業（含
む簡易保険）を圧迫しているとの見方である。

〔増加傾向にある公的「社会保険料」の負担〕( 単位 : 円 / 月 )

〔公的「社会保険料」の負担が「クラウドアウト」している可能性〕
( 単位 : 円 / 月 )

〔広義の保険「保険料支払＋社会保険料」からも漏れ出る資金〕( 単位 : 円 )

〔高年齢世代ほど多くの比率で余剰資金が預貯金に流出〕( 単位：％)
可処分所得に対する預貯金純増の比率を年齢別に2010年と 2020年で比較

預貯金純増/可処分所得

2010 2020

（出典：家計調査、二人以上の勤労者世帯について弊社作成）
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2000年から2020年 （単位:円/月）
「可処分所得＋社会保険料」と「保険料支払＋社会保険料」
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これまでの議論で見えてきたのは、コロナ禍による影響は短期的
なものであり、むしろ増加した収入が「非経常的」というここ数
年間の影響や、さらに公的「社会保険料」支払い増の影響もうけ
た「保険離れ」という長期的、構造的な経営課題である。

これに対して、インターネットを通じた保険販売は、一定の効果
は見込まれるものの、インターネットを経由した情報収集や保険
加入が限定的な状況もあり、これら全ての問題に対する決定的な
特効薬として不十分なものとならざるを得ないであろう。

本稿では「InsurTech は生命保険の切り札となるのか」という問
いに関して、幾つかのポイントをヒントとして指摘することにとど
めておきたい。

①InsurTech アプローチの多様性
そもそも InsurTech とは、「保険サービスの value chain の課題
解 決において、顧 客に対 するサービ ス 向 上の 観 点 から
Technology により Innovation を起こすこと」と定義される。

先に述べたように、日本ではインターネットを通じた保険販売に
目が行きがちだが、本来的には「InsurTech = 保険 × テクノロ
ジー」であり、生命保険ビジネスのあらゆるバリュー・チェーンに
おいてテクノロジー導入の活路がある。

上記の様な「InsurTech = 保険 × テクノロジー」が持つ、極めて
多様な本来の意味に照らせば、インターネットを通じた保険販売
は極めて限定的な一つの例でしかない。

InsurTech は、取り組み方によって、結果としてもたらされる効果
も様々であり、どこに経営資源を投下するかの判断は、そもそも
何を改善したいのかという「経営課題」の設定とそれに対する「経
営資源投入の効果・効率性」の判断による。

②InsurTechと既存の生命保険ビジネスの相補性
注意が必要と思われるのは、生命保険業のこれまでのあり方と、
主としてベンチャー企業が取り組む InsurTech ビジネスは、それ
ぞれ異なった哲学に立脚しており、往々にして企業理念的にも相
入れない部分があることだ。これが意味するところは、単に既存
の企業内にグループを設けたり、「接ぎ木」をする様なアライアン
スを組んだりするだけでは、一時的には形は整っても、次第に上
手く機能しなくなってしまう懸念が大きいということである。

見ていただくと解る様に、2000 年から 2010 年に比べて、
2010 年から 2022 年はより低い角度の直線で近似されている。
つまり、2010 年以降については、特に可処分所得（および社会
保険料）が高いゾーンでは、同じだけ収入があっても、公的社会
保険の負担を加えた広義のベースで見た場合においても、2000
年から 2010 年と比べてより少ないお金しか保険に対して支払っ
ていないということである。

ここまでの議論を総括すると、民間の生命保険ビジネスについては、
公的保険による圧迫もあるが、それだけでは説明が出来ず、家計
の長期的な「保険離れ」の動きが見て取れると解釈することが出
来ると思われる。
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(5) InsurTech は生命保険の
　　切り札となるのかという問いの
　　ヒントとして

〔InsurTech の多様な取り組み可能性〕

〔InsurTech と一般的な生命保険会社の関係〕

InsurTech がイノベーションを生み出すことを目的とするならば、
これを担うベンチャー企業は「創造的」で即座に判断し前に進む
ことが出来る「小回りが利く」組織である必要がある。しかしながら、

（出典：弊社作成）

保険ビジネスの
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（出典：弊社作成）
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「自分に合った保険を、自分で選べる世界を」をミッションに、保険はむ
ずかしいものというイメージを払拭し、ネットで気軽に保険に加入できる・
見直せるそんな世界を目指しています。個人のお客様にはオンライン保
険マーケット「コのほけん！」を展開、保険業界向けには各種システム開発、
マーケティング支援の提供を通じ、デジタルを通じ保険をわかりやすく、
より簡単に感じられる世界を実現したいと考えております。

Sasuke Financial Lab
株式会社

発行

https://sasukefinlab.com/

2017 年から Sasuke Financial Lab 株式会社の取締役を務める。東京
大学経済学部を卒業後、日本興業銀行等で金融市場分析や株式・債券の
運用業務に従事。米国カリフォルニア大学バークレー校で MBA を取得後、
ブラックロック等外資系運用会社に勤務し、債券運用ならびに債券投資
プロダクト開発等を行う。尚、2014 年に日本フェンシング協会常務理事
に就任、2017 年より専務理事を務める。協会運営の透明化・ガバナンス
強化、企業と連携した副業兼業プロジェクトによる外部人材の活用など、
様々な経営課題の解決に取り組む。
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「保険ビジネス」全体の主体となるためには、「大数の法則」が効
くある程度の「規模」が必要であるとともに、法や規制の下では
一定の「保守性」が求められる。

その意味では、既存の一般的な生命保険会社と InsurTech ベン
チャー企業との間には相互にお互いを必要とする、あるいは
Win-Win の関係を創出することが可能な補完的、相補的な関係
性があると考えられる。

③InsurTech によるソリューションの創出は個別具体的なビジネ
スから
この様な InsurTech の「多様性」と既存ビジネスとの「相補性」、
さらには生命保険ビジネスを取り囲む規制環境等を考えると、
InsurTech の実践については、何か世界共通の一般解があるわけ
ではなく、むしろローカルな個別具体的なビジネスの取り組みの
中での課題発見とソリューションの創出が必要となってくる。
InsurTech ベンチャー企業と既存の生命保険ビジネスとの「組織
的距離感」の建付けも、それぞれの企業の組織文化の色合いや強
み、そして、取り組む経営課題とどこまで先を見た対応かによっ
て異なって来よう。

前にインターネットを通じた保険販売にのみ捕らわれると
InsurTech の可能性を狭めてしまうとの趣旨を述べたが、勿論、
インターネットを通じた保険販売も、特に長期的には多くの可能
性を有しているアプローチである。ここで、注意が必要であるのは、
単にインターネット販売を販路として持つということが「一般解」
になるのではなく、それぞれの個社の状況に照らして、既存の営
業プラットフォームとどこを棲み分け、どこを有機的に組み合わせ
て再構築するのかという個別的な「工夫」にこそ、InsurTech を
実際のビジネスで用いる一つの重要な鍵があると考えている。

例えば、コロナ禍中において営業職員がタブレット端末を携行す
ることが一般化した。これ自体は「デジタル化」の端緒であり、
本来的な意味での「DX（デジタル技術を用いたビジネスの改革）」
ではないが、視点を変えれば、ここから「DX」を押し進める基盤
となる可能性があろう。

最後に、繰り返しとなるが、「InsurTech = 保険 × テクノロジー」
の多様な原義に立ち戻れば、InsurTech は様々な解を生み出す可
能性を有している。

InsurTech は唱えれば一瞬にしてあらゆる問題を解決する「魔法
の呪文」ではないが、向き合っている問題に即して適切・丁寧に
建付けを行うことによって、生保ビジネスのあらゆる分野について、
イノベーションを通じた課題解決を提供することが可能な「現実
的な取り組みの手法」に与えられた総称であると考えている。

以上


